別記様式第10号（第９条関係）
施設入所措置変更（解除）決定通知書

第　　　号　　
年　　月　　日　　

　　　　　　　　　様

美唄市福祉事務所長　　　　　　　　　　

あなたが入所している身体障害者更生援護施設の入所期間を、次のとおり変更（解除）決定したので通知します。

	入所予定期間
	　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで

	措置変更（解除）年月日
	　　　年　　月　　日

	変更（解除）理由
	

	注　入所予定期間後も引き続いて在所しようとするときは、期間満了の１ケ月前までに申し出てください。
この決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して３か月以内に、美唄市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この通知書を受けた日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができません。
[bookmark: _GoBack]この処分の取消しを求める訴え（取消訴訟）は、この通知書を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、美唄市を被告として（訴訟において美唄市を代表する者は美唄市長となります。）、提起することができます。ただし、この通知書を受けた日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。



